
議案３ 横浜市屋外広告物条例第 19条に基づく許可の特例について 

（２） 横浜スタジアム照明塔への広告幕の設置について 

 
１ 経緯 

（１）横浜スタジアムの照明塔への横浜 DeNA ベイスターズ関連の広告掲出は、第 49 回審

議会（平成 25 年 3 月開催）、第 52 回審議会（平成 26 年 1 月開催）及び第 53 回審

議会（平成 26 年 6 月開催）で、横浜市の「スポーツ振興、支援」の政策に基づく「そ

の他の理由」による「特例の許可」として取り扱ってきました。 
（２）今回、平成 27 年度の主要選手を掲出します。照明塔への設置は特例許可として取り

扱っているため、今回の広告幕の設置も本審議会の意見をうかがう案件となります。 
 
２ 審議のポイント 

（１） 図案などは、従来のコンセプトを継続したものとなります。 
（２） 過去の審議会で、球場を持つ特性の横浜公園の環境に合っており、景観を阻害しな

いと認められたデザインを踏襲しており、「景観を阻害しない」と認められます。 
 
 
以上の点から、前回同様条例第 19 条第 1 項「その他の理由」による「許可の特例」とし

て取扱うことが適当であると考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

議案 ３（２） 
第 54 回横浜市屋外広告物審議会資料 



〈 参考条文 〉 

○横浜市屋外広告物条例 
(禁止物件) 
第 7 条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。 
(8) 送電塔、テレビ塔、照明塔その他これらに類するもの 
 
(許可の特例) 
第 19 条 市長は、特に良好な景観の形成に寄与すると認められる広告物等又はその表示若

しくは設置が公益上の理由その他の理由によりやむを得ないと特に認める広告物等で景観

を阻害しないと認められるものについては、第 9 条第 2 項(前条第 3 項において準用する場

合を含む。)の規定にかかわらず、第 9 条第 1 項又は前条第 1 項若しくは第 2 項の許可をす

ることができる。 
 
2 市長は、前項の規定により第 9 条第 1 項又は前条第 1 項若しくは第 2 項の許可をしよう

とするときは、あらかじめ、第 47 条第 1 項に規定する横浜市屋外広告物審議会の意見を聴

かなければならない。 
 
○横浜市景観計画「関内地区における景観」 
第６ 景観重要公共施設の整備に関する事項 
（1）横浜公園 
イ 公園周囲のスクラッチタイルの塀が形成する、周辺の建築物と調和した景観を維持する。 
エ 公園内の設備及び施設などに設置する屋外広告物は、広告面の背景色（地の色）を当該

屋外広告物が設置される外壁と同じ色又は無彩色とする。 
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【ご提案書】照明柱選⼿掲出

2015.1.23

照明柱配置図
 掲出期間：3⽉中旬〜11⽉末（※プロ野球シーズン開始からファンフェスティバル実施⽇までを想定しております。）
 掲出選⼿：10名
 三浦選⼿、グリエル選⼿、筒⾹選⼿、梶⾕選⼿、⼭⼝選⼿、久保選⼿、⽯川選⼿、井納選⼿、モスコーソ選⼿、⿊⽻根選⼿
（※契約等の理由により、選⼿は変更する可能性があります。）
（※掲出場所はデザインやポジションのバランスにより決定したいと考えております。）

選手A・B

選手C・D

選手E・F

選手G・H

選手I・J
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照明柱⽴⾯図

デザイン A-1案
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デザイン A-2案

デザイン B案
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